
特定の医療機能からの整理 （周産期）

○産科病棟

・ 特殊性の強い新生児特定集中治療室管理料（ＮＩＣＵ），総合周産期特定集中治療室管理料（ＭＦＩＣＵ），新生

児治療回復室入院医療管理料（ＧＣＵ）を算定している病棟と，産科の一般病棟は切り分けて考える。

病床機能（医療法施行規則第30条の33の2） 入院料 具体的な医療の内容

【高度急性期機能】
急性期の患者に対し，当該患者の状態の早

期安定化に向けて，診療密度の特に高い医
療を提供するもの

○新生児特定集中治療室管理料（NICU）
○総合周産期特定集中治療室管理料（MFICU）
○新生児治療回復室入院医療管理料（GCU）

高度急性期

【急性期機能】
急性期の患者に対し，当該患者の状態の早

期安定化に向けて，医療を提供するもの（前
号に該当するものを除く。）

■その他，産科の一般病棟

急性期

＜平成29年度病床機能報告＞

医療圏 医療機関施設名 病棟名 報告機能 病床数 入院料

広島 広島市立病院機構　広島市立広島市民病院 東８A病棟(GCU) 高度急性期 24 新生児治療回復室入院医療管理料

広島 広島市立病院機構　広島市立広島市民病院 東８A病棟（NICU） 高度急性期 9 新生児特定集中治療室管理料１

広島 広島大学病院 ＮＩＣＵ 高度急性期 6 新生児特定集中治療室管理料２

広島 医療法人あかね会　土谷総合病院 NICU 高度急性期 3 新生児特定集中治療室管理料２

広島 県立広島病院 東４病棟１ 高度急性期 12 総合周産期特定集中治療室管理料

広島 県立広島病院 西４病棟１ 高度急性期 6 総合周産期特定集中治療室管理料

呉 独立行政法人国立病院機構呉医療センター NICU 高度急性期 6 新生児特定集中治療室管理料２

広島中央 独立行政法人国立病院機構東広島医療センター 新生児特定集中治療室 高度急性期 6 新生児特定集中治療室管理料２

尾三 広島県厚生農業協同組合連合会　尾道総合病院 ＮＩＣＵ病棟 高度急性期 6 新生児特定集中治療室管理料２

福山・府中 独立行政法人国立病院機構福山医療センター ２Ｂ病棟ＧＣＵ 急性期 12 新生児治療回復室入院医療管理料

福山・府中 独立行政法人国立病院機構福山医療センター ２Ｂ病棟ＮＩＣＵ 急性期 12 新生児特定集中治療室管理料１

入　　院　　料

（● 入院基本料，○ 特定入院料） 病棟数 （病床数） 病棟数 （病床数） 病棟数 （病床数） 病棟数 （病床数） 病棟数 （病床数） 病棟数 （病床数）

○ 新生児特定集中治療室管理料 7 (48) 1 (36) 1 (12)

○ 総合周産期特定集中治療室管理料 2 (18) 2 (18)

○ 新生児治療回復室入院医療管理料 2 (36) 1 (24) 1 (12)

報告総数 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 （休棟等）

資料5



特定の医療機能からの整理 （小児）

＜平成29年度病床機能報告＞

○小児医療（病棟単位のもの）

・ 本県には，小児集中治療室を持つ病院はなく，拠点となる病院が高度専門医療や24時間体制の小児救急

医療を担っている。

・ 病棟の一部を小児科として，専門性の高い医療や救急医療を提供している病院もある。

病床機能（医療法施行規則第30条の33の2） 小児医療 具体的な医療の内容

【高度急性期機能】
急性期の患者に対し，当該患者の状態の早

期安定化に向けて，診療密度の特に高い医
療を提供するもの

○小児特定集中治療室管理料
高度急性期

○小児入院医療管理料

小児科を標榜する保険医療機関の病棟（療
養病棟を除く。）

■その他，小児科の一般病棟

上記の医療機関の病棟以外でも，高度専門
医療や小児救急は行われており，比較検証が
困難なため，

各医療機関の判断とする
【急性期機能】

急性期の患者に対し，当該患者の状態の早
期安定化に向けて，医療を提供するもの（前
号に該当するものを除く。）

医療圏 医療機関施設名称 病棟名 報告機能 病床数 入院料

広島 広島市立病院機構　広島市立広島市民病院 東９A病棟 高度急性期 45 小児入院医療管理料１

広島 広島市立病院機構　広島市立舟入市民病院 ５階病棟 急性期 44 小児入院医療管理料２

広島 広島大学病院 ４階西病棟高度急性期 40 小児入院医療管理料２

広島 県立広島病院 東４病棟２ 高度急性期 18 小児入院医療管理料２

広島 県立広島病院 東７病棟 高度急性期 39 小児入院医療管理料２

広島 医療法人あかね会　土谷総合病院 GCU 急性期 14 小児入院医療管理料４

福山・府中 国立病院機構福山医療センター ２B病棟 急性期 24 小児入院医療管理料２

入　　院　　料

（● 入院基本料，○ 特定入院料） 病棟数 （病床数） 病棟数 （病床数） 病棟数 （病床数） 病棟数 （病床数） 病棟数 （病床数） 病棟数 （病床数）

○ 小児特定集中治療室管理料 0 (0)

○ 小児入院医療管理料 7 (224) 2 (18)

報告総数 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 （休棟等）



特定の医療機能からの整理 （緩和ケア）

病棟数 （病床数） 病棟数 （病床数） 病棟数 （病床数） 病棟数 （病床数） 病棟数 （病床数） 病棟数 （病床数）

○緩和ケア病棟入院料 11 (193) 5 (102) 6 (91)

（休棟等）入　　院　　料
（● 入院基本料，○ 特定入院料）

報告総数 高度急性期 急性期 回復期 慢性期

＜平成29年度病床機能報告＞

○緩和ケア病棟
・緩和ケア病床の配置については，必ずしも病棟単位でないことから，病棟の実態に即して判断する。

病床機能（医療法施行規則第30条の33の2） 入院料 具体的な医療の内容

【急性期機能】
急性期の患者に対し，当該患者の状態の早期

安定化に向けて，医療を提供するもの（前号に該
当するものを除く。）

緩和ケア病床の配置については，必ずし
も病棟単位でないことから，

病棟の実態に即して判断【回復期機能】
急性期を経過した患者に対し，在宅復帰に向け

た医療又はリハビリテーションの提供を行うもの
○緩和ケア病棟入院料

主として苦痛の緩和を必要とする悪性腫瘍及び後
天性免疫不全症候群の患者を入院させ，緩和ケアを
行うとともに，外来や在宅への円滑な移行も支援する
病棟

【慢性期機能】
長期にわたり療養が必要な患者（長期にわたり

療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者
を含む。），筋ジストロフィー患者，難病患者その
他の疾患の患者を含む。）を入院させるもの

医療圏 医療機関名 病棟名 報告機能 病床数 算定する入院料

広島 医療法人和同会　広島パークヒル病院 緩和ケア病棟 慢性期 18 緩和ケア病棟入院料
広島 広島医療生活協同組合広島共立病院 ４階東病棟 急性期 19 緩和ケア病棟入院料
広島 医療法人社団曙会　シムラ病院 緩和ケア病棟 慢性期 17 緩和ケア病棟入院料
広島 県立広島病院 緩和ケア病棟 急性期 20 緩和ケア病棟入院料
広島 広島市医師会運営・安芸市民病院 緩和ケア病棟 慢性期 20 緩和ケア病棟入院料
広島 ＪＲ広島病院 7階緩和ケア病棟 急性期 20 緩和ケア病棟入院料
広島西 廿日市記念病院 緩和ケア病棟 急性期 24 緩和ケア病棟入院料
呉 独立行政法人国立病院機構呉医療センター 10A 急性期 19 緩和ケア病棟入院料
尾三 公立みつぎ総合病院 第８病棟 慢性期 6 緩和ケア病棟入院料
福山・府中 福山市民病院 本館7階 慢性期 16 緩和ケア病棟入院料
福山・府中 医療法人慈生会　前原病院 緩和ケア病棟 慢性期 14 緩和ケア病棟入院料



特定の医療機能からの整理 （その他特定入院料①）

病床機能（医療法施行規則第30条の33の2） 入院料 具体的な医療の内容

【高度急性期機能】
急性期の患者に対し，当該患者の状態の早

期安定化に向けて，診療密度の特に高い医療
を提供するもの

○救命救急入院料（救命救急センター）
○特定集中治療室管理料（ICU）
○ハイケアユニット入院医療管理料（HCU）
○脳卒中ケアユニット入院医療管理料（SCU）

重症，重篤な患者に対する高度な医療，
集中的な医療，専門的な医療を行う「治
療室」であり，診療密度の特に高い医療
を提供する機能は明らかであることから，

高度急性期

【回復期機能】
急性期を経過した患者に対し，在宅復帰に向

けた医療又はリハビリテーションの提供を行う
もの（急性期を経過した脳血管疾患，大腿骨頚
部骨折その他の疾患の患者に対し，ＡＤＬ（日
常生活における基本的動作を行う能力をい
う。）の向上及び在宅復帰を目的としたリハビリ
テーションの提供を集中的に行うものを含む。）

○回復期リハビリテーション病棟入院料
脳血管疾患又は大腿骨頸部骨折等の患者に

対して，ＡＤＬの向上による寝たきりの防止と
家庭復帰を目的としたリハビリテーションを集中
的に行うための病棟

病床機能の考え方と入院料の考え方は，
同じであり，すべて回復期と報告されてい
ることから，

回復期

＜平成29年度病床機能報告＞

入　　院　　料

（● 入院基本料，○ 特定入院料） 病棟数 （病床数） 病棟数 （病床数） 病棟数 （病床数） 病棟数 （病床数） 病棟数 （病床数） 病棟数 （病床数）

○ 救命救急入院料（救命救急センター） 8 (148) 8 (148)

○ 特定集中治療室管理料（ＩＣＵ） 15 (99) 15 (99)

○ ハイケアユニット入院医療管理料（ＨＣＵ） 8 (62) 8 (62)

○ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料（ＳＣＵ） 3 (33) 3 (33)

計 34 (342) 34 (342) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

○ 回復期リハビリテーション病棟入院料 49 (2,060) 49 (2,060)

報告総数 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 （休棟等）



特定の医療機能からの整理 （その他特定入院料②）

病床機能（医療法施行規則第30条の33の2） 入院料 具体的な医療の内容

【慢性期機能】
長期にわたり療養が必要な患者（長期にわた

り療養が必要な重度の障害者（重度の意識障
害者を含む。），筋ジストロフィー患者，難病患
者その他の疾患の患者を含む。）を入院させる
もの

●療養病棟入院基本料
○特殊疾患病棟入院料

重度の障害者（重度の意識障害者を含む。），
筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として
入院させる病棟。主として長期にわたり療養の
必要な患者が入院する病棟

●障害者施設等入院基本料

病床機能の考え方と入院料の考え方
は同様であり，大部分が慢性期と報告さ
れていることから，

慢性期

病棟数 （病床数） 病棟数 （病床数） 病棟数 （病床数） 病棟数 （病床数） 病棟数 （病床数） 病棟数 （病床数）

●療養病棟入院基本料 134 (6,093) 1 (36) 6 (211) 126 (5,786) 1 (60)

○特殊疾患病棟入院料 6 (249) 6 (249)

●障害者施設等入院基本料 26 (1,241) 3 (155) 23 (1,086)

※すべてが介護療養病床の病棟 29 (1,311) 29 (1,311)

計 195 (8,894) 0 (0) 1 (36) 9 (366) 184 (8,432) 1 (60)

（休棟等）入　　院　　料
（● 入院基本料，○ 特定入院料）

報告総数 高度急性期 急性期 回復期 慢性期

＜平成29年度病床機能報告＞

○療養病棟など



医療機能 入院料 判定

周産期

ＮＩＣＵ
ＭＦＩＣＵ
ＧＣＵ

高度急性期

産科の一般病棟 急性期

小児医療

ＰＩＣＵ 高度急性期

小児入院医療管理料
小児科の一般病棟

各医療機関の判断

緩和ケア 緩和ケア病棟 病棟の実態に即して判断

その他
特定入院料

救命救急入院料
ＩＣＵ
ＨＣＵ
ＳＣＵ

高度急性期

回復期リハ病棟 回復期

療養病棟
特殊疾患病棟
障害者施設等

慢性期

特定の医療機能からの整理 （参考）


